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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建設機械に使用するための長手軸線を有するビームであり、
　ａ）２つの頂部コーナーと２つの底部コーナーとによって相互に結合されて本体とされ
ている頂部パネル、底部パネル、及び２つの側方パネルを備え、
　ｂ）前記パネルのうちの少なくとも１つが、相互に結合されている少なくとも２つの材
料部片によって形成されており、該２つの材料部片は、前記長手軸線を横断する方向にお
いて異なる単位長さ当たりの圧縮強度を有しており、
　該ビームはさらに
　ｃ）前記頂部パネルと前記２つの側方パネルとを結合し該ビームの前記２つの頂部コー
ナーを形成している完全溶け込み溶接部であって、各頂部コーナーにおいて前記頂部パネ
ルの端縁面と前記側方パネルの内側の面との間にあってそれらを突合せ溶接している完全
溶け込み溶接部と、
　ｄ）前記底部パネルと前記２つの側方パネルとを結合し該ビームの前記２つの底部コー
ナーを形成している完全溶け込み溶接部であって、各底部コーナーにおいて各側方パネル
の端縁面と前記底部パネルの上面との間にあってそれらを突合せ溶接している完全溶け込
み溶接部と、
　を備えることを特徴とするビーム。
【請求項２】
　少なくとも前記底部パネルと前記２つの側方パネルとが、各々、少なくとも２つの鋼製
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部片によって作られており、該少なくとも２つの鋼製部片は、前記長手軸線を横断する方
向において異なる単位長さ当たりの圧縮強度を有している、ことを特徴とする請求項１に
記載のビーム。
【請求項３】
　少なくとも前記底部パネルと前記２つの側方パネルとが、各々、各パネルの２つの側方
部分及び１つの中央部分を形成している少なくとも３つの鋼製部片によって形成されてお
り、前記底部パネル及び２つの側方パネルの各々の側方部分に使用されている鋼が、同じ
パネルの中央部分に使用されている鋼よりも厚みが厚く、その結果、前記パネルが相互に
溶接されたときに、前記コーナーの各々が二次加工された補強コーナーを形成している、
ことを特徴とする請求項２に記載のビーム。
【請求項４】
　前記底部パネルの２つの隣接している外側の前記鋼製部片の厚みが、中央の前記鋼製部
片の厚みの少なくとも１．５倍である、ことを特徴とする請求項３に記載のビーム。
【請求項５】
　前記側方パネルの両方に複数のエンボスが型押しされていて、該側方パネルの剛性が高
められている、ことを特徴とする請求項１～４のうちのいずれか一項に記載のビーム。
【請求項６】
　前記底部パネルが、前記ビームの長手軸線の方向に延びている湾曲領域を含むように形
成されている、ことを特徴とする請求項１～５のうちのいずれか一項に記載のビーム。
【請求項７】
　該ビームが、概ね矩形又は台形の横断断面を有している、ことを特徴とする請求項１～
６のうちのいずれか一項に記載のビーム。
【請求項８】
　ビームを形成する方法であり、
　ａ）第一の側方パネルを準備するステップと、
　ｂ）第二の側方パネルを準備するステップと、
　ｃ）頂部パネルを準備するステップと、
　ｄ）高エネルギ密度溶接プロセスを使用して少なくとも３つの鋼製部片を相互に溶接し
て作られた底部パネルを準備するステップと、
　ｅ）高エネルギ密度溶接プロセスを使用して、前記ビームの頂部コーナーと底部コーナ
ーとを形成するように前記第一の側方パネルを前記頂部パネル及び底部パネルに溶接し且
つ前記ビームの別の頂部コーナーと底部コーナーとを形成するように前記第二の側方パネ
ルを前記頂部パネル及び前記底部パネルに溶接して、４枚のパネルからなるビームを形成
するステップであって、各頂部コーナーにおいては、前記頂部パネルの端縁面と前記第一
及び第二の側方パネルの内側の面とが突合せ溶接により連結され、各底部コーナーにおい
ては、前記第一及び第二の側方パネルの端縁面と前記底部パネルの上面とが突合せ溶接に
より連結されるようにされた、ビームを形成するステップと、を含む方法。
【請求項９】
　高エネルギ密度溶接プロセスが使用されて少なくとも２つの鋼製部片が相互に溶接され
て第一の側方パネルが形成され、高エネルギ密度溶接プロセスが使用されて少なくとも２
つの別の鋼製部片が相互に溶接されて第二の側方パネルが形成される、ことを特徴とする
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記高エネルギ密度溶接プロセスがレーザーとＧＭＡＷ溶接との両方を使用しており、
前記ＧＭＡＷ溶接がＭＩＧ溶接又はＭＡＧ溶接である、ことを特徴とする請求項８又は９
に記載の方法。
【請求項１１】
　ａ）前記第一の側方パネルを前記頂部パネルの第一の端縁面が前記第一の側方パネルの
内側面に突き当るように前記頂部パネルに隣接させて配置し、且つ該第一の側方パネルと
頂部パネルとを組み合わせられた該第一の側方パネルと頂部パネルとの外側から該第一の
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側方パネルの側面の面が含まれる方向からの完全溶け込み高エネルギ密度溶接によって相
互に溶接するステップと、
　ｂ）前記第二の側方パネルを、前記頂部パネルの第二の端縁面が前記第二の側方パネル
の内側面に突き当るように前記頂部パネルに隣接させて配置し、且つ該第二の側方パネル
と頂部パネルとを組み合わせられた該第二の側方パネルと頂部パネルとの外側から前記第
二の側方パネルの側面の面が含まれる方向からの完全溶け込み高エネルギ密度溶接によっ
て相互に溶接するステップと、
　ｃ）前記底部パネルを、前記第一及び第二の側方パネルの各々の端縁面が前記底部パネ
ルの上面に突き当る状態で、前記第一及び第二の側方パネルに隣接させて配置するステッ
プと、
　ｄ）前記第一の側方パネルを、組み合わせられた該第一の側方パネルと底部パネルとの
外側から前記底部パネルの上面の面が含まれる方向からの完全溶け込み高エネルギ密度溶
接によって前記底部パネルに溶接するステップと、
　ｅ）前記第二の側方パネルを、組み合わせられた該第二の側方パネルと底部パネルとの
外側から前記底部パネルの上面の面が含まれる方向からの完全溶け込み高エネルギ密度溶
接によって前記底部パネルに溶接するステップと、を含んでいる、請求項８～１０のうち
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１～７のうちのいずれか一項に記載のビームによって作られたクレーン用のアウ
トリガ。
【請求項１３】
　請求項１～７のうちのいずれか一項に記載のビームによって作られたクレーン用のシャ
シ。
【請求項１４】
　伸縮式ブームの一部として使用されるようにされており、
　前記頂部パネルに結合されている少なくとも２つの頂部摩耗パッド、前記底部パネルに
結合されている少なくとも２つの底部摩耗パッド、及び各側方パネルに結合された少なく
とも１つの側方摩耗パッドをさらに備えており、前記摩耗パッドの全てが、共通の横断面
が前記摩耗パッドの長手方向中心線において交差するように位置決めされている、請求項
１～７のうちのいずれか一項に記載のビーム。
【請求項１５】
　前記パネルが各コーナーにおいて同面の継ぎ目を形成している、請求項１～７のうちの
いずれか一項に記載のビーム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建設機械特にクレーン及び該建設機械において使用されるビームを形成する
ためにテーラード溶接パネルを使用する方法に関する。一つの実施形態においては、テー
ラード溶接パネルが、移動式巻き上げクレーン上の伸縮式ブームのためのブーム部分を形
成するために使用されている。
【背景技術】
【０００２】
　建設機械におけるビームは荷重を支えるように設計されている。ビームの重量は、該ビ
ームが使用される建設機械の他の設計及び使用構成部品に関して重大な考慮すべき点であ
る場合が多い。例えば、伸縮式ブームの構成部分の重量は、クレーンの残りの部分を設計
する際の重要なファクタである。伸縮式ブームの構造強度は、主に座屈荷重及び曲げ荷重
に耐えなければならない。該構造強度は、典型的には、ブームが取り付けられるクレーン
の最大吊り上げ能力を増すために、最小重量のブーム断面で最大にされる。ブーム部分の
重量が減じられると、クレーンの吊り上げ能力は、通常は車両総重量（ＧＶＷ）、キャリ
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アの強度、及び車軸容量を増す必要なく増大させることができる。従って、ブームが処理
できる荷重を維持しつつ、伸縮式ブームの各構成部分の重量を減じる多くの試みがなされ
て来た。このような試みの多くは、ビームが高い強度対重量比を有するようにビームを作
るために高力鋼又はその他の材料を使用することを含んでいる。
【０００３】
　建設機械において使用されるビームの大半においては、ビーム上の荷重はビームの全て
の部分を通して均一ではない。例えば、伸縮式ブームにおいて使用されるビームは、ビー
ムの構成部分に高い曲げモーメントを生じさせる角度で動作せしめられる場合が多い。そ
の結果、ビームの頂部は引っ張られ、ビームの底部は圧縮される。建設機械内のビームの
種々の部分に荷重がかかるという形態により、重量を減少させる努力はまた、荷重が比較
的高い領域で厚みが比較的厚くなり且つ荷重が比較的低い領域では比較的薄い材料が使用
されるようにビームを形成し且つビームの軸線から比較的距離が離れている位置に比較的
多くの材料を配置してビームが圧縮されるときにビームの座屈に対する抵抗力を増すこと
に向けられて来た。例えば、米国特許第３，６２０，５７９号及び第４，０１６，６８８
号においては、クレーンは、コーナーがコーナー間の比較的薄いプレート材料よりも厚い
鋼によって作られて強度が最大にされ且つ重量が最小にされている互いに嵌合している箱
型のブーム部分によって作られている。該’５７９特許におけるブーム部分は、そのコー
ナーの各々に細長いコーナー部材を備えており、該コーナー部材の各々は、概ね一般的な
配置であって細長い直線状のポケットを形成している外側端部に沿った細長い内方を向い
た直線状の段部を有している部分を有している。該ブーム部分はまた、コーナーに概ね平
行に且つ隣接して延びている端縁を備えている細長いプレートをも備えており、これらの
端縁は前記の段部上に重なるように前記部分内のポケット内に配置されている。前記の’
６８８特許には、アングル鋼部材とプレート鋼部材とを溶接することによって、矩形のブ
ーム部分を形成して伸縮式ブームの各部分を形成する方法が記載されている。該ブームの
種々の部分が相互に嵌合する。
【０００４】
　ビームを設計する際に考慮しなければならない別の点は、そのコストである。コストは
、ビームを作るために使用される材料と材料をビームに作り上げるステップとの関数であ
る。複合材料を使用することによって、比較的高い強度対重量比がもたらされるが、これ
は材料コストが比較的高い。金属を多数回折り曲げることによって作られた湾曲部分を備
えている。金属を多数回曲げることによって作られた伸縮式ブーム部分用のビームは、単
純な平らなシートよりも高い強度を提供するけれども、曲げのための高いコストが生じる
。これは、ブーム部分が極めて長く、従って、多数回の曲げ動作を行うためには熟練技能
による特別なコンピュータ制御設備が必要とされるからである。
【０００５】
　製造コストに加えて、操作コストもまた考慮に入れなければならない。比較的多くの費
用を使って比較的軽いブームを最初の場所で製造することはコスト的に有利である。なぜ
ならば、クレーンはその寿命期間に亘って比較的低い操作コストを有し、該低い操作コス
トは比較的高いイニシャルコストを補って余りあるからである。製造及び操作コスト、重
量、並びに強度に関する考慮すべき点の均衡をとることは難しい。更に、幾つかの機能範
囲においては、比較的高いイニシャルコストが適切であるかも知れず、一方、他の機能範
囲においては比較的低コストのブーム構造は適切で且つクレーンの寿命期間を通じて最も
コスト効率が良い。
【特許文献１】米国特許第３，６２０，５７９号
【特許文献２】米国特許第４，０１６，６８８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、高強度、低重量、低コストのビーム構造が必要とされている。更に、高強度が
必要とされる一方で製造されるビームのコストを低く保つことが必要とされる用途におい
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て使用できるようにビームの強度を増すように設計変更できる自由度を許容するビーム構
造も必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によると、多くの従来技術によるビームよりも強度が高く、重量が小さく、コス
トが低いビームを作ることができる。更に、本発明の概念を使用すると、ビームの設計者
は、類似した構造であるが必要とされるときに強度が比較的高く且つコストが比較的低い
ビームを実現するために、比較的迅速且つ簡単に所与の設計変更を施すことができる高い
融通性を有する。該ビームは、伸縮式ブームの伸縮部分、クレーン上のアウトリガ、シャ
シ部品、及びその他の用途において使用することができる。
【０００８】
　壁の中心部分ではなく矩形のコーナー部分の断面が比較的厚い矩形のビームを発明した
。しかしながら、４つのアングル材と４つの側方材とを相互に溶接する代わりに、該ビー
ムは“テーラード溶接パネル”（ＴＷＰ）によって作られたモジュール構造である。一つ
の好ましい実施形態においては、矩形のブーム区分の４つの側壁を形成している４つのパ
ネルの各々は、３つの鋼製部片すなわち１つの薄い中央部分と２つの比較的厚みのある周
縁部材とによって作られている。これらは長手方向に沿って相互に溶接されて矩形の箱状
構造の一つの壁を形成している。次いで、該４つの側部が相互に溶接されて箱が作られる
。
【０００９】
　第一の特徴によると、本発明は、建設機械の一部品において使用するためのビームに関
し、該ビームは、長手軸線を有し且つ２つの頂部コーナーと２つの底部コーナーとによっ
て相互に結合されて本体とされる頂部パネルと、底部パネルと、２つの側方パネルとを備
えている。これらのパネルのうちの少なくとも１つは、相互に結合されている少なくとも
２つの材料部片によって作られており、該２つの材料片は、長手軸線を横断する方向の単
位長さ当たりの強度が異なっており、前記頂部パネルは、前記２つの側方パネルに溶接さ
れてビームの２つの頂部コーナーを形成しており、前記底部パネルは、前記２つの側方パ
ネルに溶接されてビームの２つの底部コーナーを形成している。
【００１０】
　第二の特徴においては、本発明は、クレーンのための伸縮式ブームを作る際に使用する
ための長手軸線を備えているブーム部分に関する。該ブーム部分は、２つの頂部コーナー
と２つの底部コーナーとによって相互に結合されて本体とされている頂部パネルと、底部
パネルと、２つの側方パネルとを備えており、少なくとも前記底部パネルは、少なくとも
第一、第二、第三の鋼製部片によって作られており、これらの鋼製部片は、前記第一の鋼
製部片が前記第二の鋼製部片と第三の鋼製部片との間に配置された状態で互いに溶接され
ており、前記第一の鋼製部片は前記第二の鋼片及び第三の鋼片よりも薄く、前記底部パネ
ルは前記第一の鋼片内に湾曲した領域を含むように形成されており、該湾曲した領域は底
部部分の長手軸線の方向に延びている。
【００１１】
　第三の特徴においては、本発明はビームを形成する方法に関する。該方法は、第一の側
方パネルを準備するステップと、第二の側方パネルを準備するステップと、頂部パネルを
準備するステップと、底部パネルを準備するステップとを含んでおり、前記底部パネルが
、該底部パネルを形成するために高エネルギ密度の溶接プロセスを使用して少なくとも３
つの鋼製部片を相互に溶接して作られ、更に、高エネルギ密度の溶接プロセスを使用して
、前記第一の側方パネルが前記頂部パネルと底部パネルとに溶接され且つ前記第二の側方
パネルが前記頂部パネル及び底部パネルに溶接されて４つのパネルからなるビームが形成
される。コーナー部の溶接は完全溶け込み溶接であるのが望ましい。
【００１２】
　第四の特徴においては、本発明はビームを形成する方法である。該方法は、ａ）第一の
側方パネルを、前記頂部パネルの第一の端縁面が前記第一の側方パネルの側面に突き当る
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ように前記頂部パネルに隣接させて配置し且つ前記第一の側方パネルと頂部パネルとを、
組み合わせられた第一の側方パネルと頂部パネルとの外側から前記第一の側方パネルの側
面の面が含まれる方向からの完全溶け込み高エネルギ密度溶接によって相互に溶接するス
テップと、ｂ）第二の側方パネルを、前記頂部パネルの第二の端縁面が前記第二の側方パ
ネルの側面に突き当るように前記頂部パネルに隣接させて配置し且つ前記第二の側方パネ
ルと頂部パネルとを、組み合わせられた第二の側方パネルと頂部パネルとの外側から前記
第二の側方パネルの側面の面が含まれる方向からの完全溶け込み高エネルギ密度溶接によ
って相互に溶接するステップと、ｃ）底部パネルを、前記第一及び第二の側方パネルの各
々の端縁面が前記底部パネルの上面に突き当った状態で、前記第一及び第二の側方パネル
に隣接させて配置するステップと、ｄ）第一の側方パネルを、組み合わせられた第一の側
方パネルと底部パネルとの外側から前記底部パネルの上面の面が含まれる方向からの完全
溶け込み高エネルギ密度溶接によって前記底部パネルに溶接するステップと、ｅ）前記第
二の側方パネルを、組み合わせられた前記第二の側方パネルと底部パネルとの外側から前
記底部パネルの上面の面が含まれる方向からの完全溶け込み高エネルギ密度溶接によって
前記底部パネルに溶接するステップと、を含んでいる。
【００１３】
　もう一つ別の特徴においては、本発明は、伸縮式クレーンブームのためのブーム部分を
作る際に使用するためのパネル部材の組み合わせに関する。該パネル部材の組み合わせは
、頂部パネルと、各々が底部パネルの長辺の長さに亘って延びている溶接部によって相互
に溶接されている少なくとも３つの鋼製部片からなる底部パネルと、第一の側方パネルの
長辺の長さに亘って延びている溶接部によって相互に溶接されている少なくとも２つの鋼
製部片からなる前記第一の側方パネルと、各々が第二の側方パネルの長辺の長さに亘って
延びている互いに隣接している部片間の突合せ溶接によって相互に溶接されている少なく
とも２つの鋼製部片からなる前記第二の側方パネルと、を備えている。
【００１４】
　更に別の特徴においては、本発明は、少なくとも第一のパネル部材と第二のパネル部材
とを備えているクレーン用伸縮式ブームを作る際に使用するための長手軸線を有するブー
ム部分である。該ブーム部分は、互いに隣接している部片間の突合せ溶接によって相互に
溶接された少なくとも２つの鋼製部片を備えており、該２つの鋼製部片は、前記長手軸線
を横断する方向の単位長さ当たりの圧縮強度が相互に異なっており、前記２つのパネル部
材は、該ブーム部分の長手軸線と平行に延びている継ぎ目に沿って相互に溶接されて該ブ
ーム部分を形成している。
【発明の効果】
【００１５】
　テーラード溶接パネルによって作られたビームは、比較的低コストで製造することがで
き、依然として高い強度及び低い重量を提供することができる。本発明のビーム構造を使
用することによって、クレーンの設計者は、ある種の用途に対して経済的であるクレーン
用ブームを設計することができる。本発明の好ましい実施形態の一つの利点は、標準的な
プロセスを使用し、ＴＷＰの周縁部分の厚みを変えるか又は周縁部分上に比較的高い降伏
強度の鋼を使用することによって、種々の能力の種々のブーム区分を作ることができる点
である。従って、同じ基本的な設計及び製造プロセスを改造して、異なる能力の他のクレ
ーンモデルのための異なるブーム部分を容易に作ることができる。
【００１６】
　座屈強度を維持しつつ重量の低減を可能にする一つの極めて重要な構造は、底部のＴＷ
Ｐを、湾曲した領域を有しているブーム部分の底部側壁を形成している中央部分に成形パ
ネルによって作ることである。薄い底部プレートを曲げることによって該部片の座屈抵抗
力が増大する。（ブーム部分の底部は、伸縮式ブームからなるクレーン内での圧縮荷重を
担っており、一方、ブーム部分の頂部は、引っ張り荷重を担っている。）本発明の好まし
い実施形態はまた、底部部片内の湾曲領域を改造することによって、ブーム部分内の種々
の強度が達成できるある程度の可撓性を提供する。しかしながら、ＴＷＰの一部に湾曲し
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た領域を作ることはブーム部分全体を湾曲した部分に形成するよりもかかる費用が少ない
。
【００１７】
　ＴＷＰは、完全溶け込み用のレーザービームをＭＩＧ（ミグ）溶接プロセスを組み合わ
せて使用する方法のような複合溶接プロセスを使用して製造することができる。従来のブ
ーム部分同士は、コーナー部に部材を重ねた状態で相互に溶接され、隅肉溶接は該重ね合
わせによって空間内に作られる。複合レーザー・ＭＩＧ溶接を使用した本発明の好ましい
実施形態は、コーナーに完全溶け込みを作ることができ、従って、矩形の溝の突合せ結合
溶接を使用している。
【００１８】
　本発明のこれらの及びその他の利点並びに本発明自体は、添付図面に参照することによ
って更に容易に理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明を使用しているビームによって作られた伸縮式ブームを備えた移
動式吊り上げクレーンの斜視図である。
【００２０】
【図２】図２は、収縮状態にある図１のクレーンの伸縮式ブーム側方立面図である。
【００２１】
【図３】図３は、伸長状態にある図１のクレーンの伸縮式ブーム側方立面図である。
【００２２】
【図４】図４は、図２のブームのノーズ部の拡大斜視図である。
【００２３】
【図５】図５は、図２のブームの一区分として使用されている１つのビームの斜視図であ
る。
【００２４】
【図６】図６は、輸送のために束として包装されている図５のビームを作るために使用さ
れるテーラード溶接パネル同士の組み合わせの斜視図である。
【００２５】
【図７】図７は、図５のビームを形成するために溶接される前の図６のパネルの分解端面
図である。
【００２６】
【図８】図８は、図５の線８－８に沿って断面された断面図である。
【００２７】
【図９】図９は、図３のブームの拡大部分側方立面図である。
【００２８】
【図１０】図１０は、図９の線１０－１０に沿って断面された断面図である。
【００２９】
【図１１】図１１は、図９の線１１－１１に沿って断面された断面図である。
【００３０】
【図１２】図１２は、伸縮式ブームを作るために使用されるビームの第一の代替的な設計
の断面図である。
【００３１】
【図１３】図１３は、伸縮式ブームを作るために使用されるビームの第二の代替的な設計
の断面図である。
【００３２】
【図１４】図１４は、伸縮式ブームを作るために使用されるビームの第三の代替的な設計
の断面図である。
【００３３】
【図１５】図１５は、伸縮式ブームを作るために使用されるビームの第四の代替的な設計
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の断面図である。
【００３４】
【図１６】図１６は、図５のビームの部分側方率面図である。
【００３５】
【図１７】図１７は、伸縮式ブームを作るために使用されるビームの第五の代替的な設計
の断面図である。
【００３６】
【図１８】図１８は、伸縮式ブームを作るために使用されるビームの第六の代替的な設計
の断面図である。
【００３７】
【図１９】図１９は、伸縮式ブームを作るために使用されるビームの第七の代替的な設計
の断面図である。
【００３８】
【図２０】図２０は、図２のブームの代替な設計のための第一の部分として使用されるビ
ームの斜視図である。
【００３９】
【図２１】図２１は、図２０のビームの側方立面図である。
【００４０】
【図２２】図２２は、図２１の線２２－２２に沿って断面された断面図である。
【００４１】
【図２３】図２３は、図２１の線２３－２３に沿って断面された断面図である。
【００４２】
【図２４】図２４は、図２のブームの代替的な構造を作るために図２０のビームに沿った
第二の部分として使用されるビームの斜視図である。
【００４３】
【図２５】図２５は、図２４のビームの側方立面図である。
【００４４】
【図２６】図２６は、図２５の線２６－２６に沿って断面された断面図である。
【００４５】
【図２７】図２７は、図２５の線２７－２７に沿って断面した断面図である。
【００４６】
【図２８】図２８は、図９と似た拡大部分側方立面図であるが、図２０及び２４のビーム
が代替的な構造のブームを作るために組み立てられるときの部分同士の重なり状態を示し
ている。
【００４７】
【図２９】図２９は、図２８の重なっている部分の部分内方斜視図である。
【００４８】
【図３０】図３０は、図１のクレーン上で使用されているアウトリガアセンブリの斜視図
である。
【００４９】
【図３１】図３１は、図３０のアウトリガアセンブリの1つのビームとジャッキとの側方
立面図である。
【００５０】
【図３２】図３２は、図３１の線３２－３２に沿って断面された断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、本発明を更に説明する。以下の段落においては本発明の種々の特徴が更に詳細に
規定されている。このように規定されている各特徴は、対照的なものとして明確に示され
ていない限り、何らかの他の特徴と組み合わせることができる。特に、好ましいか又は有
利なものであるとして示されている特徴は、好ましいか又は有利なものとして示されてい
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る何らかの他の特徴と組み合わせることができる。
【００５２】
　本発明書及び特許請求の範囲において使用されている以下の用語は、以下に規定されて
いる意味を有している。
【００５３】
　“高エネルギ密度溶接プロセス”という用語は、レーザービーム、電子ビーム、又はプ
ラズマアーク溶接のうちの少なくとも１つを含んでいる溶接プロセスを指している。
【００５４】
　“複合溶接プロセス”という用語は、高エネルギ密度溶接プロセスを一般的な不活性ガ
ス金属アーク溶接（ＧＭＡＷ）又はガス－タングステン・アーク溶接（ＧＴＡＷ）プロセ
スと組み合わせた溶接プロセスを指している。ＧＭＡＷは金属不活性ガス（ＭＩＧ）溶接
又は金属活性ガス（ＭＡＧ）溶接とすることができる。レーザーを使用する典型的な複合
溶接プロセスにおいては、レーザーが先導し、ＧＭＡＷ又はＧＴＡＷがこれに続く。
【００５５】
　建設機械におけるビームは、一般的には、特定の重力位置関係で使用できるように設計
される。例えば、伸縮式ブームのブーム部分は、水平に対して０°より大きく９０°より
小さい角度で使用されるという考えの下に設計されている。従って、ブームが９０°に近
い角度に持ち上げられたときでさえ、ブーム部分の一部は常に頂部にあり一部は常に底部
にある。従って、ここで使用されている“頂部”、“底部”及び“側部”という用語は、
ひとたび建設機械の部片内に設置されると、ビームが意図されている使用方法に関して言
及されているものとして理解される。例えば、ビームが相互に溶接されているときのよう
なビームの製造中においては、“底部”は、時には“頂部”の上に配置されるかも知れな
い。
【００５６】
　“～の長さに亘って延びている”という句は、距離ではなく方向であると解釈されるべ
きである。例えば、“底部パネルの長辺の長さに亘って延びている溶接”とは、溶接の方
向が底部パネルの長辺の方向にあることを意味している。この句は、溶接部が底部パネル
の長辺の全長と同じ長さであることは意味していないけれども、該溶接はその長さとする
ことができる。更に、該語句は、溶接が直線であることは意味していないけれども、該溶
接部は概ね指示された方向に延びていることを意味している。
【００５７】
　本発明は、多くのタイプの建設機械に対する適用性を有するけれども、図１に移送形態
で示されている移動式の吊り上げクレーン１０に関連付けて説明する。（クレーン１０の
幾つかの構成要素、例えば、ブームの頂部滑車、荷吊り上げワイヤーロープ、運転室構成
部品等は、明確化のために含まれていない。）移動式吊り上げクレーン１０は、キャリア
１２とも称されるタイヤ１４の形態の可動の接地部材を備えている下部構造を備えている
。もちろん、他のタイプの可動の接地部材例えばクローラをクレーン１０に使用すること
ができる。クレーン１０はまた、以下に更に詳細に説明するアウトリガアセンブリ３８の
一部としてのアウトリガビーム上のジャッキ１６の形態の固定の接地部材をも備えている
。
【００５８】
　回転床２０がキャリア１２に取り付けられており、該回転床は垂直軸線を中心として接
地部材１４及び１６に対して回転することができる。該回転床は該回転床上に枢動可能な
形態で取り付けられているブーム２２を支持している。油圧シリンダ２４がブーム持ち上
げ機構（時には、ブームホイスト機構と称される）として使用され、該ブーム持ち上げ機
構は、クレーンの動作中に水平軸線に対するブームの角度を変えるために使用することが
できる。クレーン１０はまたカウンタウエイトユニット３４をも備えている。カウンタウ
エイトは支持部材上の個々のカウンタウエイト部材の多重積層体の形態をしている。
【００５９】
　通常のクレーン動作中において、荷吊り上げワイヤーロープ（図示せず）は、通常はブ
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ーム２２上の一組のブームの頂部滑車に通されることによってプーリーの外周を這わされ
てフックブロック（図示せず）を支持している。荷吊り上げワイヤーロープの他端は、タ
ーンテーブルに結合されている荷巻き上げドラム２６上に巻き付けられている。回転床２
０は、一般的に移動式吊り上げクレーン上に見ることができる運転室２８のような他の構
成要素を備えている。補巻きロープ用の第二の巻き上げドラム３０も設けられている。ク
レーン１０のその他の細部は、本発明の理解のためには重要ではなく且つ一般的な伸縮ブ
ーム式クレーンにおけるものと同じにすることができる。
【００６０】
　ブーム２２は、多数のブーム部分を伸縮可能な形態で相互に結合させることによって作
られる。図２及び３において最も良くわかるように、ブーム２２は４つの部分、すなわち
、基部４２、基部４２内に嵌合している第一の伸縮部分４４、第一の伸縮部分４４内に嵌
合している第二の伸縮部分４６、及び第二の伸縮部分４６内に嵌合している第三の伸縮部
分４８によって作られている。もちろん、本発明は、ブームを伸縮させるこれより少ない
又は多い部分、例えば２つ、３つ、５つ、６つ、更には７つのブーム部分によってブーム
を形成するために使用することができる。図３においてわかるように、第三の伸縮部分４
８は、第二の伸縮部分４６の頂端から延び且つブーム頂部がこれに嵌合する設計とされて
いる。
【００６１】
　ブーム部分を相互に取り付ける方法、及びブーム部分４２，４４，４６，４８を相対的
に伸縮させる方法は、現存の伸縮ブーム式クレーンにおける場合と同じである。クレーン
１０は、主としてブーム部分４２，４４，４６，４８として機能する中空ビーム構造が従
来の伸縮ブーム式クレーンと異なっている。
【００６２】
　図５～８において最も良くわかるように、個々のブーム部分４４はビームによって作ら
れている。該ビームは、長手軸線４３と概ね矩形の横断断面とを有しており、頂部パネル
５０と底部パネル６０と２つの側方パネル７０，８０とを備えており、これらのパネルは
、２つの頂部コーナー５７，５８と２つの底部コーナー７６，８６とによって相互に結合
されて本体とされている。これらのパネルのうちの少なくとも１つ好ましくは少なくとも
３つ、ビーム４４の場合には４つのパネル全てが、相互に溶接された少なくとも２つの材
料部片によって作られている。これらのパネルはテーラード溶接パネル（ＴＷＰ）と称さ
れる。なぜならば、パネルを形成するために相互に溶接される部片は、寸法、材料等級、
成形形状等に関して、これらのパネルによって作られるビームの特別な部品用に“特別に
あつらえられており”且つビームが使用される用途用としても特別にあつらえられている
からである。この実施形態においては、各パネルの個々の部片間の溶接はビームの長手軸
線と平行に延びているが、このことは、図２０～２９に関して以下に説明するように常に
当て嵌まる訳ではない。
【００６３】
　ＴＷＰにおいては、パネルの種々の部分は、通常は長手軸線４３を横断する方向におけ
る単位長さ当たりの強度が異なっている。ビーム４４においては、パネルの各々は、鋼製
部片特に少なくとも３つの鋼製部片によって作られており、この場合に該鋼製部片のうち
の少なくとも２つは相互に異なる厚みを有している。該３つの鋼製部片は、各パネル上の
２つの側部と中央部分とを形成しており、この場合に図７及び８に示されているように、
パネルの各々の側部に使用されている鋼は、３つの鋼製部片の各組における中央の部片が
外側の部片よりも厚みが小さくなるように、同じパネルの中央部分に使用されている鋼よ
りも厚みが大きい。別の方法として、パネルの各々は少なくとも３つの鋼製部片によって
作ることができ、この場合に、鋼製部片のうちの少なくとも２つは互いに異なる降伏強度
を有しており、降伏強度が高い方の鋼がパネルの側方部分に使用されている。もちろん、
該側方部分は、中央部分の厚みと異なる厚みを有し且つ同じく中央部分に対して使用され
る鋼の降伏強度と異なる降伏強度の鋼によって作ることができる。
【００６４】
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　従って、上の記載からわかるように、好ましいブーム部分は、長手軸線を有しており且
つ少なくとも第一のパネル部材と第二のパネル部材とを有しており、少なくとも前記第二
のパネル部材は相互に溶接された少なくとも２つの鋼製部片からなり、この場合に、溶接
部は該ブーム部分の長手軸線に対して平行に延びている。該２つの鋼製部片は軸線４３を
横断する方向に異なる単位長さ当たりの圧縮強度を有している。該２つのパネル部材は、
ブーム部分の長手軸線に対して平行に延びている継ぎ目に沿って相互に溶接されてブーム
部分を形成している。
【００６５】
　ビーム４４の場合には、頂部パネル５０は、第一、第二及び第三の鋼製部片によって作
られており、この場合に、これらの鋼製部片は、第一の鋼製部片５３が第二の鋼製部片５
２と第三の鋼製部片５４との間に位置し、各溶接部がビーム４４の長手軸線４３に対して
平行に延びるようにして相互に溶接される。同様に、底部パネル６０は、第一の鋼製部片
６３が第二の鋼製部片６２と第三の鋼製部片６４との間に配置されることによって形成さ
れている。側方パネル７０，８０は、各々、部片７３，７２，７４及び８３，８２，８４
によって作られている。
【００６６】
　パネル５０，６０，７０、８０が相互に溶接されると、コーナーの各々は二次加工され
た補強コーナーを構成する。図示されている実施形態においては、頂部コーナー５７は、
頂部パネル５０の側方部分５２と側方パネル７０の側方部分７２とによって作られている
。同様に、頂部コーナー５８は、頂部パネル５０の側方部分５４と側方パネル８０の側方
部分８２とによって作られている。底部コーナー７６は、底部パネル６０の側方部分６２
と側方パネル７０の側方部分７４とによって作られており、底部コーナー８６は、底部パ
ネル６０の側方部分６４と側方パネル８０の側方部分８４とによって作られている。これ
らのパネルは、如何なる開先加工又は面取りもすることなくなされる形グルーブ突合せ溶
接によって相互に溶接されている。パネル間の溶接は、パネルの単一の側辺からの溶接に
よってなされる完全溶け込み溶接である。
【００６７】
　頂部パネル５０においては、２つの外側の鋼製部片５２，５４は互いに同じ厚みを有し
ている。底部パネル６０内の外側の鋼製部片も同様である。しかしながら、所与のパネル
上の外側部片は相互に異なる厚みを有することができる。例えば、側方パネル７０及び８
０の下方の外側部片７４，８４は、上方の側方部片７２，８２より厚くすることができる
。該外側部片の厚みもまたパネル間で同じである必要はない。別の言い方をすると、側方
部分６４は側方部分５４又は８４と同じ厚みである必要はない。同じ降伏強度の鋼が１つ
のパネル内の全ての部片に対して使用されるときには、６２，６４のような２つの隣接し
ている外側部片は、中央の部片６３の厚みの少なくとも１．５倍の厚みを有しているのが
好ましい。該２つの隣接している外側部片の厚みは、中央の部片の厚みの少なくとも２倍
であるのが更に好ましい。
【００６８】
　パネル６０は、長手軸線４３を横断する方向に第一の単位長さ当たりの圧縮強度を有し
ている中央部片６３と、各々が前記長手軸線を横断する方向に前記第一の圧縮強度よりも
大きな単位長さ当たりの圧縮強度を有している２つの隣接している外側部片６２，６４と
を含んでいる３つの鋼製部片を備えている。この単位長さ当たりの圧縮強度は、鋼の厚み
に鋼の圧縮降伏強度をかけ算することによって決まる。例えば、厚みが１／２インチ（１
．２７センチメートル）で８０ｋｓｉ（平方インチ当たり８０，０００ポンド）（５５２
Ｎ／ｍｍ２）の圧縮降伏強度を有している鋼製部片は、１インチ当たり４０，０００ポン
ド（４６０トン／ｍｍ）の単位長さ当たりの圧縮強度を有している。従って、２つの外側
部片６２，６４の単位長さ当たりの圧縮強度は、中央の部片６３の単位長さ当たりの圧縮
強度よりも高い。これは、１）中央の部片６３の厚みよりも厚みのある鋼を外側部片６２
，６４に使用し、３つの部片全ての鋼が同じ圧縮降伏強度を有するようにすることによっ
て、又は２）部片６２，６４，６３の各々に対して同じ厚みの鋼を使用するが、中央の部
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片６３に対して使用されているものよりも高い圧縮降伏強度の鋼を２つの外側部片６２，
６４に使用することによってなされる。他の降伏強度の鋼を使用することができるけれど
も、底部パネル内の３つの鋼製部片は全て約１００ｋｓｉ～約１２０ｋｓｉ（約６８９～
約８２７Ｎ／ｍｍ２）の圧縮降伏強度を有しているのが好ましい。
【００６９】
　パネル６０は、第一の鋼製部片６３内にビーム４４の長手軸線４３の方向に延びている
湾曲領域６５を備えるように形成されている点で他のパネルとは異なっている。湾曲領域
６５は、底部パネル６０の長辺に対して平行に延びている複数の屈曲部を備えているのが
好ましい。図７及び８において最も良くわかるように、第二及び第三の鋼製部片６２，６
４は、各々、底部コーナー７６，８６に隣接して比較的平らな領域を提供している。更に
、第一の鋼製部片６３自体は、湾曲領域６５の外側に比較的平らな部分６７，６８を有し
且つ部片６２，６４の外面と同じ面上にある外側面をも有している。
【００７０】
　頂部パネル５０は概ね平らであり且つ底部パネル６０は湾曲した領域６５を備えている
のに対して、側方パネル７０，８０は、概ね平らであるが、各々、複数のエンボス７８，
８８を含んでいる。側方パネル７０，８０の中央部分７３，８３を形成している鋼には、
該側方パネルの剛性を高めるために複数のエンボスが型押しされている。ビーム４４上の
型押しされたエンボス７８，８８は、図１６に見ることができるように形状が円形である
。しかしながら、該エンボスは他の形状、例えば、図１７及び１９においてビーム５４２
，７４２上に示されている互いに平行な斜めの矩形５７８，７７８及び図１８においてビ
ーム６４２上に示されている互い違いの角度で傾けられている矩形６７８のような形状を
有することができる。同じく、全てのブーム部分がエンボスを必要とする訳ではない。図
３においてわかるように、伸縮式ブーム部分４６，４８は、側方パネル上にエンボスがな
い状態で作られている。更に、幾つかのクレーン実施形態においては、標準的な４プレー
ト型のブーム構造が第三の伸縮部分４８のために使用することができる。
【００７１】
　ビーム４４は、最初に個々のパネル５０，６０，７０，８０が作られ、次いでこれらの
パネルを相互に溶接することによって作られる。底部パネルは、高エネルギ密度溶接プロ
セスを使用して少なくとも３つの鋼製部片を相互に溶接して作られるのが好ましい。同じ
く高エネルギ密度溶接プロセスが使用されて、少なくとも２つの鋼製部片（この場合には
、３つの鋼製部片）を相互に溶接して第一の側方パネル７０が形成され、少なくとも２つ
（好ましくは３つ）の付加的な鋼製部片を相互に溶接して第二の側方パネル８０が形成さ
れるのが好ましい。同じく高エネルギ密度溶接プロセスが使用されて、少なくとも３つの
追加の鋼製部片を相互に溶接して頂部パネル５０が形成されるのが好ましい。各パネル内
の第一の鋼製部片と第二の鋼製部片との間の溶接及び第一の鋼製部片と第三の鋼製部片と
の間の溶接は突合せ溶接からなるのが好ましい。鋼製部片同士は、如何なる開先加工又は
面取りもなされることなくなされる形グルーブ突合せ溶接によって相互に溶接される。鋼
製部片間の溶接は、パネルの単一の側辺から溶接することによってなされる完全溶け込み
溶接であるのが好ましい。
【００７２】
　個々のパネルが作られた後に、好ましくは高エネルギ密度溶接プロセスが使用されて、
第一の側方パネル７０が頂部パネル５０及び底部パネル６０に溶接され、第二の側方パネ
ル８０が頂部パネル５０及び底部パネル６０に溶接されて４つのパネルからなるビームが
形成される。好ましい高エネルギ密度溶接プロセスは、レーザーとＧＭＡＷ（不活性ガス
金属アーク溶接）との両方を使用しており、ＧＭＡＷはＭＩＧ（ミグ）溶接であるのが好
ましいけれども、ＭＡＧ溶接をレーザー溶接と共に使用することもできる。
【００７３】
　コーナーを形成するためのパネル部材を相互に隣接させる配置及びコーナーを形成する
ために使用される溶接の形式は、図８に示されているものが好ましい。第一の側方パネル
７０は、頂部パネル５０の第一の端縁面が第一の側方パネル７０の側面に突き当たるよう
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に頂部パネル５０に隣接せしめられて配置される。次いで、第一の側方パネル７０と頂部
パネル５０とが、組み合わせられた第一の側方パネルと頂部パネルとの外側からの完全溶
け込み高エネルギ密度溶接によって、第一の側方パネル７０の内側面の面が含まれる方向
から相互に溶接される。次に、第二の側方パネル８０が、頂部パネル５０の第二の端縁面
が第二の側方パネル８０の側面に突き当たるようにして頂部パネル５０に隣接せしめられ
て配置される。次いで、第二の側方パネル８０と頂部パネル５０とが、組み合わせられた
第二の側方パネルと頂部パネルの外側からの完全溶け込み高エネルギ密度溶接によって、
第二の側方パネルの内側面の面が含まれる方向から相互に溶接される。最後に、底部パネ
ル６０が、第一及び第二の側方パネル７０，８０の各々の端縁面が底部パネル６０の上面
に突き当たるように第一及び第二の側方パネル７０、８０に隣接するように配置される。
次いで、第一の側方パネル７０が、組み合わせられた第一の側方パネル及び底部パネルの
外側からの完全溶け込み高エネルギ密度溶接によって、底部パネル６０の上面の面が含ま
れる方向から底部パネル６０に溶接され、次いで、第二の側方パネル８０が、組み合わせ
られた第二の側方パネルと底部パネル６０との外側からの完全溶け込み高エネルギ密度溶
接によって、底部パネル６０の上面が含まれる面が含まれる方向から底部パネル６０に溶
接される。このように、頂部コーナーと底部コーナーとの継ぎ目は、クレーンのブーム部
分として使用されるときにビーム上の荷重状態を補助するために、各々垂直方向及び水平
方向に配置されている。図８に示されている面と根元との溶接継ぎ目は、頂部の溶接が剪
断荷重及び曲げ荷重をより良好に処理できる一方で底部の溶接が圧縮荷重をより良好に処
理することができるように配慮した配向とされている。この配向は好ましいけれども、該
溶接はまた二次加工が容易な種々の方法で配向させることもできる。溶接部の根元は、典
型的には溶接部の面よりもプロセスの不完全性に敏感であり、従って、ビームが頂部パネ
ルに張力がかけられ且つ底部パネルが圧縮される曲げ力を受けたときに、頂部パネルのた
めの溶接部の根元が溶接部の面と比較して比較的弱い引っ張り荷重を有するように溶接部
を配向させることが好ましい。ビーム４４が基部４２から伸長せしめられるときに、個々
の溶接部の最も高い荷重は、ビーム同士が重なっている差し込み領域における荷重である
。図８においてわかるように、コーナー５７及び５８の溶接部の各々の根元は、溶接部の
向きが異なっている場合より小さな引っ張り荷重を有する場所に溶接部の根元が配置され
るように配向されている。第二の側方パネル８０と底部パネル６０との間の溶接を最後に
なされる溶接として上記したけれども、該溶接は、第一の側方パネル７０と底部パネル６
０との間の溶接より前になすことができる。
【００７４】
　完全溶け込み溶接を達成するためには、底部パネル６０に対する溶接部における第一及
び第二の側方パネル７０，８０の厚みは約１０ｍｍ以下であるのが好ましく、第一及び第
二の側方パネル７０，８０に対する溶接部における底部パネル６０の厚みは約１２ｍｍ以
下であるのが好ましい。他の寸法を使用することができるけれども、ビーム４４のための
一つの例示的な構造においては、１）中央プレート５３の厚みが４ｍｍで且つ側方部分５
２，５４の各々の幅が７６．２ｍｍで厚みが１０ｍｍである頂部パネル５０と、２）中央
プレート６３の厚みが４ｍｍで且つ側方部分６２，６４の各々の幅が１０１．６ｍｍで厚
みが１２．７ｍｍである底部パネル６０と、３）中央部分７３，８３の厚みが５ｍｍであ
る側方プレート７０，８０とが使用されている。側方部分７２，７４，８２，８４は全て
厚みが１０ｍｍである。側方部分７２，８２の幅は７６．２ｍｍであり、一方、側方部分
７４，８４の幅は１０１．６ｍｍである。この例におけるエンボスの深さは中央部分７３
，８３の厚みに等しい。
【００７５】
　ビーム４４は、概ね矩形の横断断面を有しているので、上記の方法で溶接するためには
、第一の側方パネル７０は頂部パネル５０に９０°の角度で隣接しめられて配置され、第
二の側方パネル８０もまた頂部パネル５０に９０°の角度で隣接せしめられて配置されて
いる。同様に、上記の溶接プロセスのためには、底部パネル６０は、側方パネルの各々に
対して９０°の角度で第一及び第二の側方パネル７０，８０に隣接せしめられて配置され
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ている。
【００７６】
　別々のパネル部材が一つの製造設備において製造され、次いで、これらが組み合わせた
束として一緒に輸送されて別の製造設備においてビームとして製造される。このようなＴ
ＷＰの束が図６に示されており、これはパネルキットと称される。図６におけるパネルキ
ットは、伸縮式クレーンブーム用のブーム部分を作る際に使用するためのパネル部材を含
んでいる。該組み合わせは、上記した頂部パネル５０、底部パネル６０、第一の側方パネ
ル７０、及び第二の側方パネル８０を備えている。底部パネル６０内の溶接と側方パネル
７０、８０の各々の溶接とは、各々、互いに隣接している鋼製部片間の突合せ溶接からな
るのが好ましい。このときまでは、パネルはキットとして相互に束ねられているのが好ま
しく、第一及び第二の側方パネル７０，８０は、側方パネルにエンボスを有するブーム部
分用としてエンボス７８，８８を既に備えているのが好ましい。ビーム４４がパネルによ
って作られる場合には、嵌合部、結合部材、及び端部の補強部材もまた、一般的な伸縮式
ブーム部分と同様にしてビームに溶接される。しかしながら、パネル上に比較的厚みのあ
る外側部分５２，５４，６２，６４，７２，７４，８２，８４を使用することにより、矩
形の伸縮式ブーム部分において一般的に使用されているように重ね板を付加する必要がな
い。
【００７７】
　ひとたびビーム４４が作られると、該ビームは伸縮式ブーム２２を作るために使用する
ことができる。上記したように、伸縮式ブーム２２は、第一、第二、第三の伸縮部分と基
部とを備えており、一つの伸縮部分が別の伸縮部分の内側に摺動可能な形態で嵌合してい
る。ビーム４４はブーム２２用の第一の伸縮部分として記載されているけれども、部分４
２，４４，４６，４８のいずれか一つ或いは好ましくは全てをＴＷＰによって作ることが
できる。図９～１１においてわかるように、ビーム４２は、ビーム４４において使用され
ているものとちょうど同じようにＴＷＰによって作られているが、ビーム４４がビーム４
２の内側に嵌ることができるように比較的大きな寸法に作られている。
【００７８】
　従来のブーム部分と同様に、第一のブーム部分４２は図９～１１において最も良くわか
るように、頂部パネル５０に結合されている２つの頂部前方摩耗パッド９２と、底部パネ
ル６０に結合されている２つの底部前方摩耗パッド９４と、各側方パネル７０，８０に結
合されている側方前方摩耗パッド９５とを備えている。もちろん、更に多数の個々の摩耗
パッドを使用することができる。基部部分４２はまた、上方プレート５０に取り付けられ
ている上方の後方摩耗パッド９６をも備えており、第一の伸縮部分４４は、その底部プレ
ートの底部を横断して取り付けられている後方の下方摩耗パッド９８を備えている。図１
１においてわかるように、頂部の摩耗パッド９６は、これらのパッドがビーム４４の幅を
越えて延びていて側方摩耗パッドをも提供することができるように配置されている。基部
部分４２と第一の伸縮ビーム４４とを形成するプレート用としてＴＷＰを使用することの
利点の一つは、頂部及び底部のパネル５０，６０内の比較的厚い部分５２，５４，６２，
６４が底部のブーム部分間の摩耗パッドと接触するためのレールを提供している点である
。摩耗パッド９２，９４，９５は、共通の横断面（図９において線９９によって表わされ
ている）がこれらの摩耗パッドの長手中心軸線において交わるように位置決めされるのが
好ましい。摩耗パッド９２，９４，９５と交わる共通の横断面は、ビームが図９に見るこ
とができる一杯まで伸ばされた設計位置にあるときにビーム４４の側方プレート７０，８
０の各々に設けられている互いに隣接したエンボス７８と８８との間で等間隔位置にある
こともまた好ましい。上記したエンボスの配置によって、側方パネル上の座屈に対する抵
抗力が改良されることがわかった。
【００７９】
　ビーム４４は４つのＴＷＰを備えているけれども、他の実施形態においては、少なくと
も底部パネルと２つの側方パネルとを各々少なくとも２つの鋼製部片によって作り、頂部
パネルを図１２に示されているように単一の鋼製部片によって作ることができる。ビーム
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１４２は底部パネル１６０を備えており、この底部パネル１６０は、パネル上の２つの側
部と１つの中央部分とを形成している少なくとも３つの鋼製部片によって作られており、
該底部パネルの側部上に使用されている鋼は、該底部パネルの中央部分に使用されている
鋼よりも厚みがある。しかしながら、頂部パネル１５０は真に単一の鋼製部片であり、２
つの側方パネル１７０，１８０は２つの鋼製部片によって作られている。
【００８０】
　矩形である以外に、本発明のビームは他の横断断面形状を有することができる。例えば
他の実施形態においては、ビーム２４２は、図１３に見ることができるように概ね台形の
横断面を有している。
【００８１】
　図１４には、ＴＷＰによって作られたビーム３４２のためのもう一つ別の代替的な構造
が示されている。パネル３５０，３６０，３７０，３８０の各々は、ちょうどパネル５０
，６０，７０，８０のように３つの鋼製部片によって作られている。しかしながら、ビー
ム３４２は、コーナーに種々の継ぎ目を使用して作られている。コーナーが同面であるの
ではなく、底部パネル３６０が側方パネル３７０，３８０を通り越して外方へ延びている
。更に、頂部パネル３５０は側方パネル３７０と３８０との間に溶接されており、これら
の側方パネルは頂部パネルを通り越して上方へ延びている。この実施形態においては、パ
ネル同士は、コスト及び資源の利用可能性に関する製造上の融通性を有しているので、一
般的な溶接方法によって相互に溶接される。
【００８２】
　伸縮式ブームを作るために使用できる別の代替的なビーム構造は、図１５に示されてい
るように、曲率が変化している断面部分を備えたビーム４４２を有するようになされてい
る。この実施形態においては、ビームは、少なくとも第一のパネル部材と第二のパネル部
材とによって作られている。第一のパネル部材４５０は、湾曲形状に作られていてブーム
部分のための頂部の曲面板を提供している。第二のパネル部材は、少なくとも２つ、この
場合には３つの鋼製部片４６０，４７０，４８０からなり、これらの鋼製部片は互いに隣
接している部片間の突合せ溶接によって相互に溶接されており、該突合せ溶接部の各々は
ブーム部分の長手軸線に平行に延びている。３つの鋼製部片４６０，４７０，４８０は、
湾曲形状に作られてブーム部分の底部の曲面板を提供している。該３つの鋼製部片４６０
，４７０，４８０は、第一の厚みの中央の部片４６０と２つの隣接している外側部片４７
０，４８０とからなり、該２つの外側部片は各々前記第一の厚みよりも大きな厚みを有し
ている。従って、鋼製部片のうちの少なくとも２つは、ビームの軸線を横断する方向に異
なる単位長さ当たりの圧縮強度を有している。部片４７０，４８０は、各々、完全溶け込
み突合せ溶接によって、溶接部４７５，４８５においてパネル４５０に溶接されている。
このようにして、該２つのパネル部材は、該部分の長手軸線に対して平行に延びている継
ぎ目に沿って相互に溶接されてブーム部分を形成している。これら３つの鋼製部片４６０
，４７０，４８０は平らなパネル内で相互に溶接することができ、該平らなパネルは、そ
の後折り曲げられて図１５に見られる形状を形成するか、又は該３つの個々の鋼製部片４
６０，４７０，４８０を最初に曲げ、次いで相互に溶接することができる。
【００８３】
　別の代替的なブームは、図２０～２９に見られるビーム２１２，２６２によって作られ
ている。ビーム４４に対するビーム２１２，２６２の主要な違いは、パネルのうちの少な
くとも幾つかにおいては、個々のパネルを形成している鋼製部片間の溶接部はビームの長
手軸線に平行ではない点である。むしろ、該溶接部は長手軸線に対して小さな角度を有し
ており、その結果、厚い方の鋼製部片は、ビームの基部において幅がより広くビームの頭
部において幅がより狭くなっている。もちろん、厚い方の鋼製部片の間にある薄い方の鋼
製部片は、ビームの基部から頂部に向かって幅がより広くなっている。
【００８４】
　図２０～２３には、ブームの第一の伸縮部分として使用できるビーム２１２が示されて
いる。ビーム４４と同様に、ビーム２１２は長手軸線２１３を有しており且つ概ね矩形の
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横断面を有している。ビーム２１２は、頂部パネル２２０と２つの側方パネル２３０，２
４０と底部パネル２５０とを備えており、これらのパネルは、２つの頂部コーナー２２３
，２２４と２つの底部コーナー２５３，２５４とによって相互に結合されて本体をなして
いる。これらのパネルの４つ全てが、相互に溶接された３つの鋼製部片によって作られて
いる。これらのパネルもまたテーラード溶接パネル（ＴＷＰ）として言及されている。な
ぜならば、パネルを形成するために相互に溶接された部片は、寸法、材料等級、成形形状
等に関して、パネルが作られるビームの特定部分に対して“特別に誂えられたものである
”からである。
【００８５】
　ビーム２１２においては、側方パネル２３０は、第一の鋼製部片２３５が第二の鋼製部
片２３６と第三の鋼製部片２３７との間に配置されている状態で互いに溶接されている第
一、第二、第三の鋼製部片によって作られている。しかしながら、隣接している部片間の
溶接部は、ビームの長手軸線２１３に平行な線からある角度で逸れるように延びている。
この角度は、パネル２３０の長さ及び幅に応じて０．１°～２°であり、０．３°～０．
５°であるのが好ましい。長さが３０フィート（９．１４メートル）で幅が２０インチ（
５０．８センチメートル）のパネル３０の場合には、この角度は約０．３３°であるのが
好ましい。図２０においては、線２１５は鋼製部片２３５と２３７との間の溶接方向に沿
って延びている。この角度を示す補助とするために、長手軸線２１３に平行な別の線２１
４が描かれている。従って、角度２１６は、溶接部と該溶接部に交差しており且つビーム
２１２の長手軸線２１３に平行な線との間の角度である。
【００８６】
　底部パネル２５０は、第一の鋼製部片２５５が第二の鋼製部片２５６と第三の鋼製部片
２５７との間に位置せしめられて作られている。側方パネル２４０は、部片２４５，２４
６，２４７によって作られている。これらのパネルの各々においては、パネルの側部の比
較的厚みのある鋼製部片は、図２３においても最も良くわかるように、図２２に見られる
ビームの頂端部にあるときよりもビームの基部の幅が広い。部片２３６，２３７，２４６
，２４７，２５６，２５７は、各々、図２３においては図２２におけるよりも幅が広い。
この実施形態においては、頂部パネル２２０は鋼製部片２２５，２２６，２２７によって
作られており、これらの鋼製部片は、ビーム２１２の長手軸線と平行に延びている溶接部
によって相互に溶接されており、従って、部片２２５，２２６，２２７はビームの長さに
亘って幅が変わらない。比較的厚みのある側方部片２２６，２２７は摩耗パッドと係合す
るために、それらの全長に亘って幅が広いことが必要なので、頂部パネル２２０はこのよ
うにして作られているのが好ましい。ビーム２１２内のパネルのうちの３つが最適化され
たテーパーが付けられている側方部片（これらはまた、時にはテーパーが付けられている
レールと称される）をそれらのパネル内に有することによって、矩形の平行なレールの重
量の節約が達成されている。
【００８７】
　パネル２２０，２３０，２４０，２５０においては、２つの外側の鋼製部片は厚みが互
いに同じであり、中央の部片の圧縮強度よりも大きい長手軸線２１３を横断する方向の単
位長さ当たりの圧縮強度を有している。しかしながら、ビーム４４と同様に、所与のパネ
ル上の外側部片は厚みが互いに異なっている。
【００８８】
　パネル２５０は、パネル６０と同様に、第一の鋼製部片２５５内にビーム２１２の長手
軸線２１３の方向に延びている湾曲領域を有するように形成されている点で他のパネルと
は異なっている。該湾曲領域は、底部パネル２５０の長辺と平行に延びている複数の屈曲
部を鋼内に備えているのが好ましい。
【００８９】
　ビーム４４における対応部品と同様に、側方パネル２３０，２４０は、概ね平らである
が各々複数のエンボス２３８，２４８を備えている。エンボス型押し部２３８，２４８は
、形状が円形であるが他の形状とすることができる。更に、全てのブーム部分がエンボス
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を必要とするわけではない。
【００９０】
　ビーム２１２は、個々のパネル２２０，２３０，２４０，２５０を最初に作り、次いで
、これらのパネルが相互に溶接されることによって作られている。高エネルギ密度溶接プ
ロセスを使用することができ、該プロセスは、ビームの長手軸線と平行でない経路に沿っ
て移動して、３つの鋼製部片を相互に溶接するときに個々のパネル内の部片間に角度が付
けられた溶接部が形成されるように制御することができる。各パネル内の第一の鋼製部片
と第二の鋼製部片との間の溶接部及び第一の鋼製部片と第三の鋼製部片との間の溶接部は
、突合せ溶接からなるのが好ましい。これらの鋼製部片は、如何なる開先加工又は面取り
の必要無くなされる形グルーブ突合せ溶接によって相互に溶接される。該鋼製部片間の溶
接は、パネルの単一の側部からの溶接によってなされる完全溶け込み溶接であるのが好ま
しい。
【００９１】
　個々のパネルが製造された後に、好ましくは高エネルギ密度溶接プロセスが使用されて
、第一の側方パネル２３０が頂部パネル２２０及び底部パネル２５０に溶接され且つ第二
の側方パネル２４０が頂部パネル２２０及び底部パネル２５０に溶接されて４つのパネル
からなるビームが形成される。パネル２２０，２３０，２４０，２５０が相互に溶接され
るとき、コーナーの各々は、ちょうどビーム４４と同様に二次加工された補強コーナーを
備えることになる。パネル同士は、如何なる開先加工又は面取りの必要なくなされる形グ
ルーブ突合せ溶接によって相互に溶接される。パネル間の溶接はパネルの単一の辺から溶
接することによってなされる完全溶け込み溶接である。パネル同士が相互に溶接された後
に、輪郭切断鍔２９８がビーム２１２の頭部においてパネルに溶接される。ビーム２１２
の脚部にも鍔を形成するためのプレート２９９が付加されている。
【００９２】
　図２４～２７に示されているビーム２６２は、側方パネルがエンボス無しで作られてい
る点以外はビーム２１２と似ている。側方パネル２７０を形成している３つの鋼製部片２
７５，２７６，２７７は、ビーム２６２の長手軸線２６３に対して小さな角度をなしてい
る溶接部によって相互に溶接されている。該３つの鋼製部片２７５，２７６，２７７は、
比較的厚みのある外側部片２７６，２７７がビームの基部において幅がより広く且つビー
ムの頂部において比較的幅がより狭く、一方、中央の部片２７５はビームの基部において
幅がより狭く且つビームの頂部において幅がより広くなるようにテーパーが付けられてい
る。同様に、側方パネル２８０を形成している３つの鋼製部片２８５，２８６，２８７も
同じようにテーパーが付けられており、底部パネル２９０を形成している３つの鋼製部片
２９５，２９６，２９７も同様である。このことは、図２７の断面図（ビーム２６２の基
部近く）を図２６の断面図（ビームの頂部近く）と比較することによって最も良くわかる
。ビーム２１２の場合と同様に、ビーム２６２の頂部パネル２６０を形成している鋼製部
片２６５，２６６，２６７間の溶接部はビーム２６２の長手軸線に平行である。
【００９３】
　ビーム同士が組み立てられて伸縮式ブームとされるときのビーム２１２と２６２との重
なりは、図２８及び２９において見ることができる。摩耗パッドは、図９に見られるビー
ム４２，４４上に配列されている場合とちょうど同じようにビーム２１２，２６２上に配
列されている。図２９にはまた、ビーム２１２と２６２とが伸縮式ブームを作る際に使用
されるときにビームの先端を形成するためにテーラード溶接されたパネルに付加される補
強部材２９９も示されている。これらの補強部材２９９は一般的なものであり、単一部材
からなるパネルによって作られたビーム上で使用される補強部材に極めて似ている。
【００９４】
　パネルを形成している鋼製部片間に直線状の溶接部を備えるのではなく、溶接線は、浅
い湾曲パターン又は長い段階的なパターン又は傾斜が異なる溶接線の組み合わせに従うこ
とができる。
【００９５】
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　本発明の好ましい実施形態のビームは、特に、トラック搭載型クレーン、オールテレー
ンクレーン、及びラフテレーンクレーン用のブームを形成するのに特に適している。矩形
ビームは、特に、約３０～７０Ｕ．Ｓ．トンの能力を有しているクレーンに好適である。
この範囲を超えるクレーン用として、図１５に示されているもののような部分によって作
られているブームは、必要とされる曲げの所為で形成するのに費用がより多くかかるけれ
ども、クレーン寿命に優るコスト上の利点を提供する。多数の湾曲した領域を有している
ブーム部分を備えている本発明の特徴を使用することによって、モジュール型の設計の融
通性が可能になる。
【００９６】
　伸縮式ブームの伸縮部分として使用される場合に有する利点に加えて、本発明の好まし
い実施形態によるビームは、移動式クレーン用のキャリア２０のような車両用のシャシ内
のビームのような建設機械上の他の構成要素として使用されるときに利点を有する。本発
明の好ましい実施形態のビームはまた、アウトリガアセンブリ３８のようなアウトリガア
センブリの側方伸長ビームとして有利に使用することもできる。図３０～３２にはこの使
用方法が更に詳細に示されている。
【００９７】
　図３０においてわかるように、アウトリガアセンブリ３８は、２つのアウトリガビーム
８４２，８４４を支持している中心フレーム３９を備えている。ビーム８４２，８４４は
、これらのビームが搬送形態（図１に見られる）から伸長状態（図３０に見られる）まで
伸長させることができるように中心フレーム３９内に取り付けられている。ビーム８４２
，８４４が中心フレーム３９に取り付けられる方法と、これらのビームが伸長する方法と
は、現在の一般的なアウトリガアセンブリ内での方法と同じにすることができる。ビーム
８４２，８４４の各々には、従来と同様にジャッキ用シリンダ１６が備えられている。ジ
ャッキ用シリンダ１６に動力を付与するために及び液圧流体を戻すために使用される液圧
ラインは図３１及び図３２の断面図に見ることができる。
【００９８】
　図３２において最も良くわかるように、ビーム８４２，８４４はＴＷＰを使用して作ら
れている。ビーム８４２及び８４４は、両方とも類似の構造を有しており、従ってビーム
８４２のみを詳しく説明する。ビーム８４２は、ビーム４４とちょうど同じように、概ね
矩形の横断断面を有しており且つ各々が３つの鋼製部片によって作られている４枚のパネ
ル８５０，８６０，８７０，８８０によって作られている。頂部パネル８５０は厚い鋼製
部片８５２と８５４と間に溶接されている薄い鋼製部片８５３を備えており、底部パネル
８６０は厚い鋼製部片８６２と８６４との間に溶接されている薄い鋼製部片８６３を備え
ている。側方パネル８７０，８８０は、各々、厚い鋼製部片８７２と８７４との間及び８
８２と８８４との間に溶接されている薄い鋼製部片８７３及び鋼製部片８８３を備えてい
る。ビーム４４とは異なり、ビーム８４２においては、頂部パネルは中央の湾曲領域８５
５を備えており、底部パネル８６０は比較的平らである。鋼製部片８５３内の湾曲領域８
５５はビーム８４２の長手軸線方向に延びている。湾曲領域８５５は、頂部パネル８５０
の長辺と平行に延びている鋼内に複数の屈曲部を備えているのが好ましい。該湾曲領域が
頂部パネル８５０に含まれている理由は、ビーム８４２，８４４が伸長せしめられ且つク
レーン１０によって持ち上げられた荷がジャッキ１６上で支持されているときに、ビーム
８４２内の荷重によって頂部パネル８５０を圧縮された状態とし且つ底部パネル８６０に
張力がかけられた状態とするためである。湾曲領域８５５は、平らなパネルよりも大きい
圧縮下での座屈に対する抵抗力を付与する。
【００９９】
　本発明の好ましい実施形態は多くの利点を提供する。矩形ブームの補強されたコーナー
における比較的厚みのある材料とその他の場所の比較的薄い材料とによって有効に使用さ
れない不必要な材料を排除することによって、ブームの最適化された重量が提供される。
例えば、上記した図５の例示的な構造は、マニトワック（Ｍａｎｉｔｏｗｏｃ）社製のＮ
ＢＴ５０型クレーン上で使用されるブームと強度が極めて似ているが重量が２０％少ない
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。この結果、比較的軽いブームによる安定化（傾斜）領域に高い荷重曲線容量がもたらさ
れる。本発明の好ましいブーム部分は、これに匹敵する能力の他の矩形形状のブーム部分
と比較してコストが低く且つメガフォーム（ＭＥＧＡＦＯＲＭ）型ブームよりも製造コス
トが低い。
【０１００】
　該ＴＷＰ構造は、部品を一体化し且つ製造中に付加される必要がある補強及び補強材を
排除する。該ブーム部分は１００ｋｓｉ（６８９Ｎ／ｍｍ２）材料を使用するように設計
することができ、このことにより、比較的入手容易性が低く且つ輸入しなければならない
高級材料への依存度が減じられる。ＴＷＰ概念は、厚み、材料の等級、形成される形状が
、荷重曲線容量によって必要とされるように変えることを可能にする。
【０１０１】
　個々のパネルからなるモジュール型の設計による本発明の概念は、クレーンの能力に応
じた工学技術規模の拡大及び縮小を可能にする。該構造は、比較的低い能力のクレーン及
び比較的高い能力のクレーン用として、ある程度まで規模を縮小又は拡大することができ
る。これは、補強コーナー、底部／頂部／側部プレートの厚み及び材料等級を独立に制御
して荷重曲線容量に適合させる機能によるものである。
【０１０２】
　本発明の好ましい実施形態においては、初期段階における技術の開発によって、他のク
レーン設計ステップがなされる前に重要な概念及び構造上の決定を行うことが可能になる
。
【０１０３】
　該ブーム部分は、性能－費用の利点のために伸縮式ブーム用途のために使用される如何
なる形状にも作ることができ、図８及び１２～１５に示されている形状に限定されない。
該ブーム部分は座屈荷重に耐えるために領域６５内に成形された形状を使用しているので
、該形状は、重量を増加させることなく座屈荷重に応じて変えることができる。全体的な
設計もまた融通性があり、ＴＷＰにおいて使用される個々の部片の材料の等級及び厚み及
び成形形状の変更を可能にしている。
【０１０４】
　ＴＷＰ側部の厚い部分は、摩耗パッドを収容できる補強されたコーナーを形成している
。この構造によって、荷重を伝達するための一般的な摩耗パッドの使用が可能になる。プ
レートの比較的厚みのある部分は、隣接のブーム部分からの集中したパッド荷重の全てを
取り去る。摩耗パッドとエンボスとの位置の好ましい配列によって、荷重の均一な伝達が
可能になる。
【０１０５】
　該ＴＷＰ設計概念は製造上の融通性を可能にする。パネルは、その時点での製造容量及
び製造能力に応じてキットとして製造され且つ輸送されるか又は完成されたブーム部分が
供給者現場において作ることができる。これによって、ブームのコスト低減のためのサプ
ライチェーンのてこ入れがされ、これによって製品コストが下がる。個々のパネルの材料
等級、厚み、及び製造プロセス（曲げ、ロール成形、レーザー溶接）を変更する設計上の
融通性が存在する。各パネルは、ブーム部分内の他のパネルと異なる方法で設計し且つ製
造することができる。
【０１０６】
　もう一つ別の融通性は、該方法がレーザーハイブリッド溶接又は何らかの一般的な自動
ＭＩＧ溶接のような製造方法の使用が許容される点である。レーザーハイブリッド溶接に
よるＴＷＰは、速い溶接速度と低い熱の入力を提供し、これによって歪み及び側方プレー
トの捲縮が少なくなる。溶接部は幅が狭く且つ深い溶け込みを有していて溶接の質が改良
される。溶接部完全溶け込みの単一側部レーザー溶接を使用してなされるので、歪み及び
熱影響部（ＨＡＺ）の面積が狭くなる。これによって、ブーム構造の寸法安定性の維持が
補助され且つ鋼の必要な機械的特性の維持が補助されるであろう。
【０１０７】
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　本発明の好ましい実施形態を使用することによって、ブーム設計者は、少ない重量の一
般的な平らなプレートの矩形形状の構造的限界を広げて吊り上げ能力を増大させることが
できる。補強が必要とされる場合には、矩形ボックス形状を製造した後に補強材を付加す
る代わりに該補強材をＴＷＰ内に組み込むことができる。これによって頂部プレート及び
側部プレートにおける重ね板要件が排除され、これによって、次いで、フレームの切断、
溶接等のような二次加工が排除され且つ重ね板溶接中の高い熱入力による構造の歪みが排
除される。
【０１０８】
　湾曲領域６５は圧延成形によって作ることができる。圧延成形された底部プレートは、
平らなプレートよりも底部プレート６０の座屈抵抗力を増大させる。
【０１０９】
　本明細書に記載されている現在のところ好ましい実施形態に対する種々の変更及び改造
は当業者に明らかであることがわかるはずである。本発明は、伸縮ブーム式クレーンに加
えて他のタイプの建設機械に適用可能であり且つクレーン用の一段階式のブーム上及び高
所作業台内で使用することができる。所与のビーム内のパネルの全てではないが大部分は
、テーラード溶接されたパネルによって作る必要がある。伸縮ブーム式クレーンにおいて
は、伸縮部分の全てをテーラード溶接されたパネルによって作る必要はない。鋼によって
作られたテーラード溶接されたパネルを開示したけれども、該テーラード溶接パネルは複
合材料によって作ることができる。このようなパネルは、（部片５２，５４のような）２
つの外側鋼製部片と、（部片５３の等価物を形成している）鋼製部片間に作り上げられた
複合材料とを備え、該複合材料と鋼との間の継ぎ目をビームの長さに亘って有しているの
が好ましい。外側鋼製部片は、次いで、やはり高密度溶接プロセスによって他のパネルに
溶接されて補強コーナーを形成することができる。このような変更及び改造は、本発明の
精神及び範囲から逸脱することなく且つ意図されている利点を減らすことなく行うことが
できる。従って、このような変更及び改造は特許請求の範囲によって保護されることが意
図されている。
【符号の説明】
【０１１０】
１０　クレーン、　　　　　　　　　　　　　　１２　キャリア、
１４　タイヤ、　　　　　　　　　　　　　　　１６　ジャッキ、ジャッキ用シリンダ、
２２　ブーム、　　　　　　　　　　　　　　　２４　油圧シリンダ、
２６　巻き上げドラム、　　　　　　　　　　　２８　運転室、
３０　第二の巻き上げドラム、　　　　　　　　３４　カウンタウエイト、
３８　アウトリガアセンブリ、　　　　　　　　３９　中心フレーム、
４２　基部（ブーム部分）、ビーム、　　　　　４３　長手軸線、
４４　第一の伸縮部分（ブーム部分）、ビーム、
４６　第二の伸縮部分（ブーム部分）、
４８　ブーム部分、　　　　　　　　　　　　　５０　頂部パネル、
５２　側方部分、第二の鋼製部片、外側鋼製部片、
５３　第一の鋼製部片、
５４　第三の鋼製部片、側方部分、外側鋼製部片、
５７　頂部コーナー、　　　　　　　　　　　　５８　頂部コーナー、
６０　底部パネル、　　　　　　　　　　　　　６２　第二の鋼製部片、側方部分、
６３　第一の鋼製部片、中央部片、
６４　第三の鋼製部片、外側部片、側方部分、
６５　湾曲領域、　　　　　　　　　　　　　　６７　平らな領域、
６８　平らな領域、　　　　　　　　　　　　　７０　側方パネル、
７２　側方パネルの側方部分、部片、上方の外側部片、
７３　中央部分、部片、
７４　下方の外側部片、部片、側方パネルの側方部分、
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７６　底部コーナー、　　　　　　　　　　　　７８　エンボス、
８０　側方パネル、
８２　部片、側方部分、上方の外側鋼製部片、
８３　部片、中央部分、
８４　側方パネルの側方部分、部片、下方の外側鋼製部片、
８６　底部コーナー、　　　　　　　　　　　　８８　エンボス、
９２　頂部前方摩耗パッド、　　　　　　　　　９４　底部前方摩耗パッド、
９５　側方後方摩耗パッド、側方前方摩耗パッド、
９６　上方後方摩耗パッド、　　　　　　　　　９８　下方摩耗パッド、
９９　共通の横断面、　　　　　　　　　　　　１４２　ビーム、
１５０　頂部パネル、　　　　　　　　　　　　１６０　底部パネル、
１７０　側方パネル、　　　　　　　　　　　　１８０　側方パネル、
２１２　ビーム、　　　　　　　　　　　　　　２１３　ビームの長手軸線、
２１４　線、　　　　　　　　　　　　　　　　２１５　線、
２１６　角度、　　　　　　　　　　　　　　　２２０　頂部パネル、
２２３　頂部コーナー、　　　　　　　　　　　２２４　頂部コーナー、
２２５　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２２６　鋼製部片、
２２７　鋼製部片、
２３０　側方パネル、第一の側方パネル、　　　２３５　第一の鋼製部片、
２３６　第二の鋼製部片、　　　　　　　　　　２３７　第三の鋼製部片、
２３８　エンボス、　　　　　　　　　　　　　２４０　パネル、第二の側方パネル、
２４２　ビーム、　　　　　　　　　　　　　　２４５　部片、
２４６　部片、　　　　　　　　　　　　　　　２４７　部片、
２４８　エンボス、　　　　　　　　　　　　　２５０　パネル、
２５３　底部コーナー、　　　　　　　　　　　２５４　底部コーナー、
２５５　第一の鋼製部片、　　　　　　　　　　２５６　部片、
２５７　第三の鋼製部片、　　　　　　　　　　２６０　頂部パネル、
２６２　ビーム、　　　　　　　　　　　　　　２６３　ビームの長手軸線、
２６５　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２６６　鋼製部片、
２６７　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２７０　側方パネル、
２７５　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２７６　鋼製部片、
２７７　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２８０　側方パネル、
２８５　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２８６　鋼製部片、
２８７　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２９０　底部パネル、
２９５　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２９６　鋼製部片、
２９７　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　２９８　輪郭切断鍔、
２９９　プレート、補強部材、　　　　　　　　３４２　ビーム、
３５０　パネル、　　　　　　　　　　　　　　３６０　パネル、
３７０　パネル、　　　　　　　　　　　　　　３８０　パネル、
４４２　ビーム、　　　　　　　　　　　　　　４５０　第一のパネル部材、
４６０　鋼製部片、　　　　　　　　　　　　　４７０　鋼製部片、
４７５　溶接部、　　　　　　　　　　　　　　４８０　鋼製部片、
４８５　溶接部、　　　　　　　　　　　　　　５７８　斜め矩形のエンボス、
５４２　ビーム、　　　　　　　　　　　　　　６４２　ビーム、
６７８　交互角度のエンボス、　　　　　　　　７４２　ビーム、
７７８　斜め矩形のエンボス、　　　　　　　　８４２　アウトリガビーム、
８４４　アウトリガビーム、　　　　　　　　　８５０　頂部パネル、
８５２　厚い鋼製部片、　　　　　　　　　　　８５３　薄い鋼製部片、
８５４　厚い鋼製部片、　　　　　　　　　　　８５５　湾曲領域、
８６０　底部パネル、　　　　　　　　　　　　８６２　厚い鋼製部片、
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